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15 　『古事記』における「登岐士玖能迦玖能木実」の位置づけ

　
　は

じ
め
に

　
『
古
事
記
』
中
巻
・
垂
仁
天
皇
条
の
末
尾
に
は
、
多
遅
摩
毛
理
が
「
登
岐
士
玖

能
迦
玖
能
木
実
」
を
得
る
と
い
う
勅
命
を
果
た
す
た
め
「
常
世
国
」
へ
と
赴
く
が
、

そ
の
帰
国
を
待
た
ず
に
天
皇
が
崩
御
し
て
し
ま
う
と
い
う
逸
話
が
載
る
。
以
下
、

本
文
を
示
す
。

又
、
天
皇
、
以
二

三
宅
連
等
之
祖
、
名
多
遅
摩
毛
理
一

遣
二

常
世
国
一

、
令
レ

求
二

登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
一

【
自
レ

登
下
八
字
、
以
レ

音
】。
故
、
多
遅
摩
毛
理
、

遂
到
二

其
国
一

、
採
二

其
木
実
一

、
以
二

縵
八
縵
・
矛
八
矛（

1
（
　
一

将
来
之
間
、
天
皇
、

既
崩
。
尓
、
多
遅
摩
毛
理
、
分
二

縵
四
縵
・
矛
四
矛
一

献
二

于
大
后
一

、
以
二

縵

四
縵
・
矛
四
矛
一

、
献
二

置
天
皇
之
御
陵
戸
一

而
、
擎
二

其
木
実
一

叫
哭
以
白
、

「
常
世
国
之
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
、
持
参
上
侍
」。
遂
叫
哭
死
也
。
其
登

岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
者
、
是
今
橘
者
也
。
此
天
皇
御
年
、
壱
佰
伍
拾
参
歳
。

御
陵
、
在
二

菅
原
之
御
立
野
中
一

也
。
又
、
其
大
后
比
婆
須
比
売
命
之
時
、
定
二

石
梘
作
一

。
又
、
定
二

土
師
部
一

。
此
后
者
、
葬
二

狭
木
之
寺
間
陵
一

也
。

 

（『
古
事
記
』
中
巻
）

　

な
ぜ
、
垂
仁
天
皇
は
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
を
取
り
に
行
か
せ
た
の
か
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
（「
今
橘
」）
を
不
老
不
死
（
長

寿
）
の
薬
と
位
置
づ
け
る
説
が
あ
る
。
及
川
智
早
氏
は
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木

実
が
「
常
世
」
か
ら
将
来
さ
れ
た
こ
と
、
橘
が
現
実
世
界
に
お
い
て
保
存
の
効
く

植
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
橘
は
不
老
不
死
の
薬
と
し
て
そ
の
時
代
の
人
々
に
観

じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
た
上
で
、「
垂
仁
天
皇
が
タ
ヂ
マ
モ

リ
を
常
世
国
に
遣
わ
し
て
、『
非
時
の
香
の
木
実
』
を
探
求
さ
せ
た
理
由
は
、
不

老
不
死
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
当
該
譚
と
徐
福
伝

説
と
の
類
似
を
指
摘
す
る（
２
（。
ま
た
、
西
郷
信
綱
氏
は
「『
と
き
じ
く
の
か
く
の
木

実
』
を
た
ん
に
食
用

0

0

の
も
の
と
考
え
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
も
っ
と
神
秘
に
み

ち
た
、
不
老
長
寿
を
呪
す
る
果
実
と
し
て
愛
で
ら
れ
た
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
タ

ヂ
マ
モ
リ
は
そ
れ
が
間
に
あ
わ
ず
、
天
皇
が
つ
い
に
他
界
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

泣
き
悲
し
ん
だ
と
い
う
文
脈
に
な
る（
３
（」
と
す
る
。
他
、
井
上
さ
や
か
氏
も
「
不
老

長
寿
の
仙
薬
」
と
捉
え
て
い
る（
４
（。
こ
れ
ら
は
つ
ま
り
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実

は
、
薬
と
し
て
服
用
目
的
で
将
来
さ
れ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

確
か
に
、「
橘
皮
丸
【
治
口
中
爛
瘡
】」（『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
十
二
、
香
薬
部
第

十
八
）
や
「
橘
皮
九
両
」（『
延
喜
式
』
巻
三
十
七
、
典
薬
寮
）
な
ど
の
よ
う
に
、

後
世
に
お
い
て
は
、
実
際
に
橘
の
皮
が
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
あ
る
。
た

だ
、
当
該
譚
に
お
け
る
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
を
不
老
不
死
（
長
寿
）
の
薬
と

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
」
の
位
置
づ
け

根
　
来
　
麻
　
子

（『文学史研究』56号　2016. 3）



『古事記』における「登岐士玖能迦玖能木実」の位置づけ　 16 

位
置
づ
け
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
一
点
目
は
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖

能
木
実
と
い
う
名
称
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
実
が
持
つ
視
覚
的
な
印
象
を
名
称
化

し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
（
詳
細
は
後
述
）、
そ
の
霊
力
が
服
用
に
よ
っ
て

発
揮
さ
れ
る
と
理
解
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
薬
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
）
と
の
間

に
若
干
の
乖
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
登
岐
士
玖
能

迦
玖
能
木
実
に
対
す
る
「
是
今
橘
者
也
」
と
い
う
注
釈
の
存
在
で
あ
る
。
植
田
麦

氏
が
、
当
該
譚
に
つ
い
て
「
神
秘
の
植
物
で
あ
る
『
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
』

に
対
し
て
、
語
り
が
『
橘
』
と
い
う
常
緑
樹
で
あ
る
霊
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
永
遠
性
を
明
示
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。『
登
岐
士
玖

能
迦
玖
能
木
実
』
と
『
橘
』
の
紐
帯
が
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
『
今
』
あ

る
こ
と
の
起
源
と
し
て
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
り
に
お
け
る
『
橘
』
が

物
語
の
『
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
』
の
存
在
を
導
い
て
い
る
と
受
け
取
る
べ
き

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る（
５
（よ
う
に
、「
今
」（
語
り
の
時
点
）
に
お
い
て
橘
が
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
の
位
置

づ
け
を
導
く
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
奈
良
時
代
以
降
の
「
橘
」
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
装
飾
と
し
て
特
殊
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
の
関
わ
り

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
。
ま
た
三
点
目
は
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能

木
実
が
「
縵
八
縵
矛
八
矛
」
と
い
う
形
状
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、
採
取
し
た
木
の
実
を
、「
縵
」「
矛
」
と
い
う
形
状
で
持
ち
帰
っ
た
と
語
ら

れ
る
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
疑
問
点
に
則
し
、
当
該
譚
に
お
け
る
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能

木
実
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
，
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実

　

登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
非
時
香
菓

3

3

」
と
書
か
れ

る
こ
と
か
ら
、
香
り
の
よ
い
果
物
の
意
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（
６
（。
し
か
し
、
新

潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
古
事
記
』
が
「『
か
く
』
は
『
香か
ぐ

』
で
は
な
く
『
輝
く
』

の
意
。
橘
の
黄
金
色
を
い
う
」
と
し
た
よ
う
に
、
実
の
色
合
い
を
名
称
化
し
た
も

の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か（
７
（。
宣
長
が
「
香
は
常
に
迦
と
こ
そ
い
へ
、
迦

玖
と
云
る
こ
と
は
未
聞
ね
ば
、
玖
の
意
は
詳
か
な
ら
ず
。【
迦
具
波
志
と
云
は
、

香
の
妙
し
き
に
て
別
な
り
。
故
清
濁
も
異
り
て
、
迦
具
波
志
に
は
、
何
れ
も
濁
音

の
具
を
書
き
、
迦
玖
の
玖
は
、
書
紀
の
訓
注
に
も
、
清
音
の
倶
を
書
き
、
萬
葉

十
八
の
歌
に
も
、
香
久
、
可
久
な
ど
書
て
、
皆
清
音
な
り
。
混
ふ
べ
か
ら
ず
】」

（『
古
事
記
伝
』）
と
し
、
西
宮
一
民
氏
も
「『
迦
玖
』
を
カ
グ
と
訓
み
「
香
（
か

ぐ
）」
の
意
と
す
る
の
が
通
説
だ
が
、
こ
れ
は
カ
ク
と
し
か
訓
め
な
い
。
さ
れ
ば

『
輝
（
か
く
）』
の
意
と
す
る
」
と
指
摘
し
た（
８
（よ
う
に
、「
玖
」
が
清
音
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
迦
玖
」
を
「
か
ぐ
は
し
」
の
意
味
に
は
取
れ
な
い
。
現
代
語
は
「
か

が
や
く
」
の
第
二
音
節
「
が
」
は
濁
音
で
あ
る
が
、「
煒
（
中
略
）
加
ゝ
也
久
」

（『
新
撰
字
鏡
』）「
可
々
ヤ
介
利
」（『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
一
話
、「
炫
」
訓
注
）

の
よ
う
に
、
古
語
で
は
清
音
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』

で
は
確
か
に
「
香
菓
」
と
書
か
れ
る
が
、
宣
長
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
訓
注
「
箇

倶
能
未
」
の
「
倶
」
は
清
音
「
ク
」
の
仮
名
で
あ
る
か
ら
、「
カ
ク3

ノ
ミ
」
と
い

う
倭
語
を
指
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。「『
香
菓
』
は
嗅
覚
上
か
ら
の
表
記
で

あ
り
、
カ
ク
ノ
ミ
は
視
覚
上
の
名（
９
（」
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、「
香
菓
」
は
必
ず

し
も
「
香
り
高
い
果
実
」
の
み
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
漢
籍
に
お
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け
る
「
香
菓
」（「
香
果
」）
の
例
を
挙
げ
る
。

復
有
二

一
国
王
一

、
名
曰
二

月
分
一

。
王
有
二

太
子
一

。
愛
二

著

─

美
味
一

。
王
守
園
者
、

日
送
二

好
果
一

。
園
中
有
二

一
大
樹
一

。
樹
上
有
二

鳥
養
レ

子
一

。
常
飛
至
二

香
山

中
一

、 
取
二

好
香
果　
一

以
養
二

其
子
一

。
眾
子
爭
レ

之
、
一
果
墮
レ

地
。
守
園
人
晨

朝
見
レ

之
、
奇
二

其
非
常
一

、
即
送
與
レ

王
。
王
珍
二

此
果
香
色
殊
異
一

。
太
子

見
レ

之
便
索
レ

王
。（
後
略
）

（『
法
苑
珠
林
』
巻
七
十
一
、
欲
蓋
篇
第
八
十
一
、
五
欲
部
第
一
、
呵
欲
部
第
四
）

　

仏
教
の
教
え
に
お
い
て
、
人
の
欲
を
諫
め
る
説
話
の
一
部
で
あ
る
。
あ
る
国
の

王
に
太
子
が
お
り
、
美
味
な
る
も
の
を
好
ん
だ
。
王
の
庭
園
の
守
衛
は
、
日
々
そ

こ
で
取
れ
た
「
好
果
」
を
王
に
送
っ
て
い
た
。
庭
園
の
中
に
は
一
本
の
大
樹
が

あ
り
、
鳥
の
親
子
が
巣
を
作
っ
て
い
た
。
鳥
の
親
は
香
山
へ
行
き
、「
香
果
」
を

取
っ
て
来
て
は
子
供
た
ち
に
与
え
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
子
供
た
ち
が
「
香
果
」

を
争
い
、
果
実
が
一
つ
地
面
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
守
衛
が
見
つ
け
、
珍

し
さ
に
王
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
香
り
や
色
合
い
を
珍
し
み
、
太
子
も
そ
れ
を

欲
し
が
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、「
香
山
」
に
成
る
果
実
を
「
香
果
」
と
称
し
て
い
る
。「
香
山
」
は

「
香
酔
山
」
と
も
言
わ
れ
、
一
説
に
崑
崙
山
と
も
同
一
視
さ
れ
る（

（（
（

。
神
仙
が
住
む

理
想
郷
と
さ
れ
、
美
し
い
音
楽
が
鳴
り
ひ
び
き
、
薫
香
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
。

王
の
庭
園
の
木
に
棲
む
鳥
が
持
ち
帰
っ
た
の
は
、
理
想
郷
の
妙
な
る
果
実
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

到
二

七
月
七
日
一

、
乃
修
二

除

─

宮
掖
一

、
設
二

坐
大
殿
一

。
以
二

紫
羅
一

薦
レ

地
、
燔
二

百
和
之
香
一

。
張
二

雲
錦
之
幃
一

、
燃
二

九
光
之
燈
一

。
列
二

玉
門
之
棗
一

、
酌
二

蒲

萄
之
醴
一

、
躬
監
二

香
果　
一

、
為
二

天
宮
之
饌
一

。
帝
乃
盛
レ

服
、
立
二

於
階
下
一

、

敕
、
端
門
之
內
不
レ

得
三
有
二

妄
窺
者
一

。
內
外
寂
謐
、
以
候
二

雲
駕
一

。

 

（『
太
平
広
記
』
神
仙
三
、
漢
武
帝
）

　

漢
の
武
帝
が
、
西
王
母
を
降
臨
さ
せ
る
た
め
の
儀
式
の
準
備
を
行
っ
て
い
る
場

面
で
あ
る
。
宮
廷
内
を
飾
り
整
え
、
神
饌
を
用
意
す
る
。
そ
の
中
に
「
香
果
」
が

あ
る
。
直
前
に
み
え
る
「
玉
門
之
棗
」
も
、『
藝
文
類
聚
』
に
「
真
人
関
令
尹
喜

內
伝
曰
、『
尹
喜
共
二

老
子
一

西
遊
、
省
二

太
真
王
母
一

。
共
食
二

玉
門
之
棗　
一

。
其
実

如
レ

瓶
。（
後
略
）』」
と
あ
る
と
お
り
、「
太
真
王
母
」（
西
王
母
）
の
住
ま
う
仙
界

に
お
い
て
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
香
果
」
も
、
供
御
と
し
て
用
意

さ
れ
た
珍
果
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、『
日
本
書
紀
』
の
「
香
菓
」
も
、
必
ず
し
も
香
り
高
い

果
実
を
い
う
も
の
と
は
断
じ
き
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
常
世
国
と
い
う
神

仙
世
界
の
珍
し
い
果
実
を
表
す
た
め
に
選
ば
れ
た
漢
語
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
に
「
香
菓
」
と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
登
岐
士
玖
能

迦
玖
能
木
実
を
「
香
り
の
よ
い
果
物
」
の
意
に
解
す
べ
き
必
然
性
は
低
く
、
む
し

ろ
訓
注
「
箇
倶
能
未
」
の
「
倶
」
が
清
音
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
カ
ク
」
を
「
輝
く
」
の
意
と
と
ら
え
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
と
は
、
時

節
を
定
め
ず
輝
く
木
の
実
、
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

２
，
橘
の
実

　
「
是
今
橘
者
也
」
と
記
さ
れ
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
と
同
一
視
さ
れ
る
橘

の
実
も
ま
た
、「
金
衣
」（『
倭
名
類
聚
抄
』）
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
香
り
よ
り
も
、

実
の
色
合
い
・
輝
き
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
を
み
る
と
、
橘
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の
実
は
一
律
、
照
る
も
の
、
色
を
愛
で
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
家
持
の

橘
歌
に
は
、

…
秋
付
け
ば　

し
ぐ
れ
の
雨
降
り　

あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
は　

紅
に　

に
ほ
ひ
散
れ
ど
も　

橘
の　

成
れ
る
そ
の
実
は
　
ひ
た
照
り
に　

い
や
見
が

欲
し
く
… 

（
巻
十
八
・
四
一
一
一
）

と
い
う
よ
う
に
、
秋
に
は
他
の
木
々
が
紅
葉
し
て
や
が
て
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
と

は
対
照
的
に
、
橘
の
実
の
い
よ
い
よ
照
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
同
じ
家
持
作
で
は
、

福
麻
呂
歌
へ
の
追
和
歌
に
、

常
世
物　

こ
の
橘
の
　
い
や
照
り
に　

わ
ご
大
君
は　

今
も
見
る
ご
と

 

（
巻
十
八
・
四
〇
六
三
）

大
君
は　

常
盤
に
ま
さ
む　

橘
の　

殿
の
橘
　
ひ
た
照
り
に
し
て

 

（
巻
十
八
・
四
〇
六
四
）

が
あ
る
。
ま
た
、
橘
諸
兄
邸
に
お
け
る
肆
宴
で
は
、
河
内
女
王
・
粟
田
女
王
に

よ
っ
て
、

橘
の
　
下
照
る
庭
に　

殿
建
て
て　

酒
み
づ
き
い
ま
す　

我
が
大
君
か
も

 

（
巻
十
八
・
四
〇
五
九
）

月
待
ち
て　

家
に
は
行
か
む　

我
が
挿
せ
る　

赤
ら
橘　

影
に
見
え
つ
つ

 

（
巻
十
八
・
四
〇
六
〇
）

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
嘗
会
に
お
い
て
は
、
群
臣
が
橘
を
う
ず
に
刺
す

と
歌
わ
れ
る
。

島
山
に　

照
れ
る
橘　

う
ず
に
刺
し　

仕
へ
奉
る
は　

卿
大
夫
た
ち

 

（
巻
十
九
・
四
二
七
六
）

…
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

神
な
が
ら　

思
ほ
し
め
し
て　

豊
の
宴　

見
す
今
日
の
日
は　

も
の
の
ふ
の　

八
十
伴
の
緒
の　

島
山
に　

赤
る
橘　

う
ず
に
刺
し　

紐
解
き
放
け
て　

千
年
寿
き　

寿
き
と
よ
も
し　

ゑ
ら
ゑ
ら

に　

仕
え
奉
る
を　

見
る
が
貴
さ 

（
巻
十
九
・
四
二
六
六
）

　

前
者
は
、
藤
原
八
束
の
作
で
、
題
詞
に
「
廿
五
日
新
嘗
会
肆
宴
応
詔
歌
六
首
」

と
あ
る
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
橘
の
実
を
う
ず
に
刺
し
た
群
臣
が
奉
仕
す
る
様
が

歌
わ
れ
る
。
後
者
は
家
持
の
作
で
、
こ
ち
ら
も
豊
の
宴
に
お
い
て
、
橘
の
実
を
う

ず
に
挿
し
た
群
臣
の
様
子
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
歌
に
は
作
歌
年
時
が
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
新
嘗
会
で
の
作
と
推
定
す
る
説
も
あ
る（

（（
（

。
両
者
と
も
、
橘
の
実
は
「
照

れ
る
」「
赤
る
」
と
、
そ
の
色
合
い
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
他
に
、
古
歌

と
し
て
あ
る
、

橘
の
　
照
れ
る
長
屋
に　

我
が
率
寝
し　

童
女
放
り
に　

髪
上
げ
つ
ら
む
か

 

（
巻
十
六
・
三
八
二
三
）

も
、
橘
の
実
の
照
る
様
子
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
橘
の
実
は
、
そ
の
色
・
輝
き
に
意
識
が
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
五
月
に
咲
く
橘
の
花
が
、「
橘
の　

匂
へ
る
香
か
も　

ほ
と
と
ぎ
す　

鳴
く
夜
の
雨
に　

う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
む
」（
巻
十
七
・
三
九
一
六
）

と
い
う
よ
う
に
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
誘
う
香
り
芳
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と

と
は
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
宣
長
が
、

此
菓
は
、
夏
よ
り
な
り
て
、
秋
を
経
て
、
冬
の
霜
雪
に
も
よ
く
堪
へ
、
又
採

て
後
も
久
し
く
堪
て
腐
敗
れ
ず
、
時
な
ら
ぬ
こ
ろ
に
も
、
何
時
も
あ
る
物
な

れ
ば
な
り 

（『
古
事
記
伝
』
巻
二
十
五
）

と
し
た
よ
う
に
、
橘
の
実
は
、
そ
の
不
変
性
に
も
意
識
が
注
が
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
橘
の
木
自
体
が
常
緑
で
永
続
性
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通

り
、「
橘
は　

実
さ
へ
花
さ
へ　

そ
の
葉
さ
へ　

枝
に
霜
置
け
ど　

い
や
常
葉
の
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木
」（
巻
六
・
一
〇
〇
九
）
の
よ
う
な
例
か
ら
う
か
が
え
る
。
加
え
て
、

橘
の　

と
を
の
橘　

八
つ
代
に
も　

我
は
忘
れ
じ　

こ
の
橘
を

 

（
巻
十
八
・
四
〇
五
八
）

の
よ
う
な
例
に
は
、
実
そ
の
も
の
と
永
続
性
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。「
と
を
」

は
実
の
撓
わ
な
様
子
を
い
う
こ
と
か
ら
、
豊
か
に
実
っ
た
果
実
を
通
し
て
、「
八

つ
代
」
の
永
続
を
言
祝
ぐ
表
現
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
は
「
橘
子
九
梂
」
と
あ

り
、
三
保
忠
夫
氏
は
助
数
詞
「
梂
」
に
つ
い
て
「
個
々
の
実
を
数
え
る
も
の
で
な

く
、
複
数
の
実
の
付
い
た
小
枝
を
数
え
る
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し

て
い
る（

（（
（

。
橘
の
実
は
、
葡
萄
の
よ
う
に
複
数
個
が
密
生
す
る
も
の
で
、「
と
を
」

は
そ
の
よ
う
な
様
子
を
称
賛
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
掲
し
た
、

大
君
は　

常
盤
に
ま
さ
む　

橘
の　

殿
の
橘　

ひ
た
照
り
に
し
て

 
（
巻
十
八
・
四
〇
六
四
）

も
、
橘
の
実
の
「
ひ
た
照
」
る
こ
と
が
「
常
磐
」
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
輝
か

し
い
色
合
い
が
長
期
間
続
く
こ
と
が
、
橘
の
実
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

時
代
は
降
る
が
、『
枕
草
子
』
に
も
、

四
月
の
つ
ご
も
り
、
五
月
の
つ
い
た
ち
の
頃
ほ
ひ
、
橘
の
葉
の
こ
く
あ
を
き

に
、
花
の
い
と
し
ろ
う
咲
き
た
る
が
、
雨
う
ち
ふ
り
た
る
つ
と
め
て
な
ど
は
、

世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。
花
の
な
か
よ
り
こ
が
ね
の
玉
か
と
見
え

て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
朝
露
に
ぬ
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら

け
の
桜
に
お
と
ら
ず
。（「
木
の
花
は
」）

と
い
う
よ
う
に
、
橘
の
実
を
「
こ
が
ね
の
玉
」
と
し
、
そ
の
輝
き
を
称
賛
す
る

箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
実
は
、
昨
年
実
っ
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
み
て
よ

く
、
橘
の
実
の
持
続
性
、
不
変
性
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、『
性
霊
集
』
巻
四
に

は
、
乙
訓
寺
に
成
る
柑
橘
を
採
っ
て
嵯
峨
天
皇
に
献
じ
た
表
と
詩
と
が
あ
り
、
そ

の
中
で
も
橘
の
実
は
、
次
の
よ
う
に
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
表
に
は
、

沙
門
空
海
言
、
乙
訓
寺
有
二

数
株
柑
橘
樹
一

。
依
レ

例
交
二

摘
取
来
一

。
問
レ

数

足
レ

千
。
看
レ

色
如
レ

金
。
々
者
不
変
之
物
也
。
千
是
一
聖
之
期
也
。（
後
略
）

と
あ
り
、
実
が
金
色
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
金
が
不
変
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
ま
た
詩
に
は
、

桃
李
雖
レ

珍
不
レ

耐
レ

寒　
　

豈
レ

如
二

柑
橘
遇
レ

霜
美
一

如
レ

星
如
レ

玉
黄
金
質　
　

 

香
味
応
レ

堪
三

実
二

簠
簋
一  （
後
略
）

と
あ
る
。
桃
や
す
も
も
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
柑
橘
が
寒
さ
に
負
け

ず
そ
の
美
し
さ
を
保
つ
こ
と
に
は
叶
わ
な
い
、
と
し
、
そ
の
様
子
を
星
や
玉
に
喩

え
る
。
さ
ら
に
、「
簠
簋
」（
神
饌
を
盛
る
容
器
）
に
盛
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
そ

の
香
味
の
良
さ
も
讃
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
橘
の
実
に
は
、
輝
か
し
い
色
合
い
と
日
持
ち
の
良
さ
（
不
変

性
）
と
い
う
二
点
が
、
特
徴
的
な
属
性
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。「
時
節
を
定
め
ず
輝
く
木
の
実
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖

能
木
実
と
い
う
名
称
は
、
以
上
の
よ
う
な
橘
の
実
の
属
性
と
整
合
す
る
も
の
で
あ

る
。「
是
今
橘
者
也
」
と
注
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実

に
、
橘
の
実
の
持
つ
こ
う
い
っ
た
視
覚
的
な
印
象
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
い
っ
た
橘
の
実
の
色
合
い
や
不
変
性
が
、
歌
に

お
い
て
は
一
種
の
賛
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い

て
橘
の
実
は
、
単
な
る
叙
景
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
寓
意
を
含
む
文
脈

に
登
場
す
る
。
先
に
挙
げ
た
家
持
の
追
和
歌
は
、「
い
や
照
り
」「
ひ
た
照
り
」
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
わ
ご
大
君
」「
大
君
」（
元
正
太
上
天
皇
）
を
讃
美
す
る（

（（
（

。

ま
た
、
橘
諸
兄
邸
肆
宴
に
お
け
る
二
女
王
の
歌
で
は
、「
下
照
る
」
橘
や
「
赤
ら



『古事記』における「登岐士玖能迦玖能木実」の位置づけ　 20 

橘
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
宴
の
主
人
・
諸
兄
を
讃
美
す
る
た
め
の
称
詞
と
み
て

よ
い
。

　

植
物
の
様
子
が
、
天
皇
も
し
く
は
天
皇
の
治
世
の
繁
栄
の
象
徴
と
さ
れ
る
こ
と

は
、
次
の
よ
う
な
例
に
も
み
え
る
。

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山
代
河
を　

河
上
り　

我
が
上
れ
ば　

河
の
上
に　

生
ひ
立

て
る　

烏
草
樹
を　

烏
草
樹
の
木　

其
が
下
に　

生
ひ
立
て
る　

葉
広　

斎

つ
真
椿　

其
が
花
の　

照
り
坐
し　

其
が
葉
の　

広
り
坐
す
は　

大
君
ろ
か

も  

（『
古
事
記
』
下
巻
、
仁
徳
天
皇
）

　

仁
徳
天
皇
が
八
田
若
郎
女
を
娶
っ
た
こ
と
に
嫉
妬
し
た
石
之
日
売
大
后
が
、
難

波
に
帰
ら
ず
に
山
代
へ
上
っ
た
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

真
椿
の
花
の
「
照
り
」
と
葉
の
繁
茂
す
る
様
子
が
、
そ
の
ま
ま
大
君
の
姿
に
重
ね

ら
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
例
は
、
雄
略
天
皇
の
豊
楽
の
際
に
、
大
后
・
若
日
下
部
王
が
詠
ん
だ
と

さ
れ
る
歌
に
も
み
え
る
。

倭
の　

こ
の
高
市
に　

小
高
る　

市
の
高
処　

新
嘗
屋
に　

生
ひ
立
て
る　

葉
広　

斎
つ
真
椿　

其
が
葉
の　

広
り
坐
し　

そ
の
花
の　

照
り
坐
す　

高

光
る　

日
の
御
子
に　

豊
御
酒　

献
ら
せ　

事
の　

語
言
も　

是
を
ば 

 

（『
古
事
記
』
下
巻
、
雄
略
天
皇
）

　

三
重
の
采
女
が
、
槻
の
葉
の
落
ち
た
盃
を
天
皇
に
献
上
し
、
怒
り
を
買
っ
て
殺

さ
れ
そ
う
に
な
る
も
の
の
、
槻
の
葉
に
ち
な
ん
で
天
皇
の
治
世
を
寿
ぐ
歌
を
奏
上

し
、
罪
を
免
れ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
采
女
が
槻
の
葉
を
詠
む
の
に
対
し
、
大

后
は
、
真
椿
の
葉
の
広
が
り
や
赤
い
花
の
鮮
や
か
さ
を
以
て
、
天
皇
を
讃
美
す
る

の
で
あ
る
。

　

３
，
装
飾
と
し
て
の
橘
の
実

　

み
て
き
た
よ
う
に
、
橘
の
実
が
そ
の
色
合
い
と
不
変
性
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
、
賛
美
と
結
び
付
く
こ
と
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
装
飾
具
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
植
物
を
装
飾
と
し
て
用
い
る
の

は
、
そ
の
植
物
の
生
命
力
に
あ
や
か
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
植
物
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
幸
福

を
念
じ
た
り
、
永
続
性
を
寿
ぐ
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
の　

ほ
よ
取
り
て　

か
ざ
し
つ
ら
く
は　

千
年
寿

く
と
そ 

（
巻
十
八
・
四
一
三
六
）

青
柳
の　

上
枝
攀
ぢ
取
り　

か
づ
ら
く
は　

君
が
や
ど
に
し　

千
年
寿
く
と

そ 

（
巻
十
九
・
四
二
八
九
）

　

前
者
は
、
正
月
二
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
常
緑
の
「
ほ
よ
」（
宿
り
木
）
を

か
ざ
し
に
し
て
、
宴
の
出
席
者
ら
の
長
寿
多
幸
を
祈
っ
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
、

若
々
し
い
柳
を
折
り
取
っ
て
頭
に
装
飾
す
る
こ
と
が
、
橘
家
の
末
永
い
繁
栄
の
祈

念
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

橘
の
実
は
、
も
ち
ろ
ん
食
用
と
し
て
も
流
布
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
正
倉

院
文
書
の
記
録
や
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
多
蒔
レ

橘
、
其
実
味
之
」（
香
島
郡
）

な
ど
か
ら
分
か
る
。『
延
喜
式
』
に
も
、
内
膳
司
が
用
意
す
る
天
皇
や
皇
族
の
食
料

の
中
に
頻
出
す
る
。
た
だ
、
正
倉
院
文
書
に
「
橘
子
」
が
「
升
別
五
文
」、
同
資
料

に
「
搗
栗
子
」
が
「
升
別
十
三
文
」
と
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
高
価
で
は
な
い

ご
く
一
般
的
な
食
料
で
あ
り
、
特
段
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い（

（（
（

。

　

一
方
、
装
飾
と
し
て
の
橘
に
は
、
あ
る
種
の
特
殊
性
が
う
か
が
え
る
。
と
い



21 　『古事記』における「登岐士玖能迦玖能木実」の位置づけ

う
の
も
、
か
ず
ら
や
う
ず
、
か
ざ
し
な
ど
、
装
飾
具
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る

の
は
、
基
本
的
に
は
草
花
で
あ
り
、
食
用
に
な
る
よ
う
な
大
き
さ
の
果
実
が
使
用

さ
れ
る
の
は
、
橘
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。
加
え
て
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
が
、

以
下
示
す
よ
う
に
永
続
性
を
言
祝
ぐ
と
い
う
在
り
よ
う
を
み
せ
る
点
で
も
注
目
さ

れ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
は
、
新
嘗
会
に
お
い
て
橘
の
実
を
「
う

ず
」
に
挿
す
例
が
二
例
み
え
る
。
用
例
を
再
掲
す
る
。

島
山
に　

照
れ
る
橘
　
う
ず
に
刺
し　

仕
へ
奉
る
は　

卿
大
夫
た
ち

 

（
巻
十
九
・
四
二
七
六
）

…
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

神
な
が
ら　

思
ほ
し
め
し
て　

豊
の
宴　

見
す
今
日
の
日
は　

も
の
の
ふ
の　

八
十
伴
の
緒
の　

島
山
に　

赤
る
橘
　

う
ず
に
刺
し　

紐
解
き
放
け
て　

千
年
寿
き　

寿
き
と
よ
も
し　

ゑ
ら
ゑ
ら

に　

仕
え
奉
る
を　

見
る
が
貴
さ 
（
巻
十
九
・
四
二
六
六
）

　
「
う
ず
」
と
は
、『
日
本
書
紀
』
に
「
十
二
月
戊
辰
朔
壬
申
、
始
行
二

冠
位
一

。

（
中
略
）
唯
元
日
着
二

髻
華
一

。【
髻
華
、
此
云
二

于
孺
一

】」（
巻
二
十
二
・
推
古
天
皇

十
一
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
冠
に
着
け
る
装
飾
を
い
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
平

舘
英
子
氏
が
「『
う
ず
に
さ
す
』
は
樹
木
の
聖
性
を
感
染
さ
せ
る
呪
的
習
俗
と
し

て
の
行
為
を
表
現
し
、『
う
ず
』
は
そ
の
呪
物
の
意
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

」
と
指
摘
す

る
と
お
り
、
元
来
は
単
な
る
装
飾
で
は
な
か
っ
た
。『
古
事
記
』
中
巻
に
お
い
て
、

死
に
瀕
し
た
倭
健
命
が
詠
ず
る
国
偲
歌
に
「
命
の　

全
け
む
人
は　

畳
薦　

平
群

山
の　

熊
樫
が
葉
を　

う
ず
（
宇
受
）
に
挿
せ　

そ
の
子
」（『
日
本
書
紀
』
で
は

景
行
天
皇
の
西
征
に
お
け
る
国
邦
歌
で
、「
白
樫
の
枝
」
と
な
っ
て
い
る
）
と
あ

る
樫
の
葉
（
枝
）
の
「
う
ず
」
は
、
常
緑
樹
で
あ
る
樫
の
生
命
力
を
身
に
つ
け
よ
、

と
歌
わ
れ
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人
び
と
の
長
寿
延
命
を
願
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ

う
い
っ
た
例
に
照
ら
せ
ば
、
新
嘗
会
に
お
い
て
橘
を
「
う
ず
」
に
挿
す
こ
と
は
、

そ
の
常
緑
の
生
命
力
と
と
も
に
、
実
の
輝
か
し
さ
や
不
変
性
を
身
に
受
け
る
こ
と

が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
は
、
上
記
二
首
に
お

い
て
は
、「
仕
へ
奉
る
」「
千
年
寿
き　

寿
き
と
よ
も
し　

仕
へ
奉
る
」
と
い
う
よ

う
に
、
臣
下
ら
の
奉
仕
の
さ
ま
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
橘
を
装
飾
具
と
し
て
用
い

る
こ
と
は
、
身
に
つ
け
る
本
人
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
場
の
人
々

の
「
千
年
」
を
「
寿
く
」
こ
と
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
四
二
七
六
・
四
二
六
六
に
お
け
る
「
嶋
山
」
が
、
通
常
の
庭
園
で
は
な

く
、
後
世
大
嘗
祭
に
お
い
て
用
意
さ
れ
た
「
標
山
」
と
呼
ば
れ
る
「
作
り
物
」
の

類
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
廣
岡
義
隆
氏
は
、
四
二
七
六
の
注
釈
に
お

い
て
、「
う
ず
に
刺
す
」
こ
と
に
つ
い
て
荷
田
春
満
の
『
大
嘗
祭
儀
式
具
釈
』
に

「
献
御
挿
頭
、
…
…
次
賜
臣
下
挿
頭
」
と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
橘
は
そ
の
「
挿
頭
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
橘
が
誂
え
ら
れ
て
い
る
「
嶋
山
」
は
、「
室

内
の
造
り
物
の
そ
れ
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
い
る（

（（
（

。
ま
た
、
東
野
治
之

氏
は
、「
新
嘗
会
の
宴
は
宮
城
中
心
部
で
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
庭
園
の
橘
と

い
う
の
で
は
理
解
し
に
く
い
。
こ
こ
は
や
は
り
、
庭
園
の
築
山
の
よ
う
に
樹
木
を

植
え
付
け
た
標
の
山
的
な
存
在
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る（

（（
（

。

　

標
山
に
つ
い
て
具
体
的
に
伝
え
る
資
料
と
し
て
、
次
の
『
続
日
本
後
紀
』
の
記

事
が
あ
る
。

戊
辰
、
御
二

豊
楽
院
一

、
終
日
宴
楽
。
悠
紀
主
基
共
立
レ

標
。
其
標
、
悠
紀
則

慶
山
之
上
栽
二

梧
桐
一

、
両
鳳
集
二

其
上
一

。
従
二

其
樹
中
一

起
二

五
色
雲
一

、
雲

上
懸
二

悠
紀
近
江
四
字
一

。
其
上
有
二

日
像
一

。
日
上
有
二

半
月
像
一

。
其
山
前

有
二

天
老
及
麟
像
一

。
其
後
有
二

連
理
呉
竹
一

。
主
基
則
慶
山
之
上
栽
二

恒
春
樹
一

、

樹
上
泛
二

五
色
卿
雲
一

。
雲
上
有
レ

霞
。
霞
中
掛
二

主
基
備
中
四
字
一

。
且
其
山
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上
有
下

西
王
母
献
二

益
地
図
一

、
及
偸
二

王
母
仙
桃
一

童
子
、
鸞
鳳
騏
麟
等
像
上

。

其
下
鶴
立
矣
。 

（『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
十
一
月
十
六
日
）

　

悠
紀
・
主
基
二
国
が
立
て
る
標
山
に
は
、
鳳
凰
や
五
色
雲
、
西
王
母
な
ど
、
仙

界
を
想
定
し
た
景
物
が
き
ら
び
や
か
に
配
置
さ
れ
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
は
平
安
時
代
初
期
の
例
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
こ
の
よ
う
な
標
山
が
す
で

に
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
東
野
氏
は
次
の
例
を
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て

挙
げ
る
。

和
銅
元
年
十
一
月
廿
一
日
、
供
二

奉

─

挙
レ

国
大
嘗
一

。
廿
五
日
、
御
宴
。
天

皇
、
誉
二

忠
誠
之
至
一

、
賜
二

浮
レ

杯
之
橘
一

、
勅
曰
、「
橘
者
菓
子
之
長
上
、
人

所
レ

好
。
柯
凌
二

霜
雪
一

而
繁
茂
、
葉
経
二

寒
暑
一

而
不
レ

彫
。
与
二

珠
玉
一

共

競
レ

光
、
交
二

金
銀
一

以
逾
美
。
是
以
汝
姓
者
賜
二

橘
宿
祢
一

也
」

 

（『
続
日
本
紀
』
巻
十
二
・
天
平
八
年
十
一
月
）

　

天
平
八
年
十
一
月
、
葛
城
王
ら
兄
弟
は
母
・
県
犬
養
三
千
代
が
和
銅
元
年
に

賜
っ
た
橘
姓
を
継
ぎ
た
い
と
聖
武
天
皇
へ
上
表
す
る
。
そ
の
上
表
文
に
、
三
千
代

が
元
明
天
皇
か
ら
橘
姓
を
賜
っ
た
当
時
の
様
子
が
、
右
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

東
野
氏
は
、
こ
こ
に
橘
を
浮
か
べ
た
杯
が
登
場
す
る
理
由
を
「
大
嘗
会
の
宴
に
橘

を
使
っ
た
作
り
物
（
筆
者
注
：
標
山
の
こ
と
）
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
」
と
し
た
上
で
、
元
明
天
皇
の
勅
の
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。

橘
が
『
珠
玉
と
共
に
光
を
競
』
う
と
か
、『
金
銀
に
交
り
て
以
っ
て
愈
よ
美

し
』
い
と
い
う
表
現
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
『
玩
好
・
金
銀
刻
鏤
等
』
を
用
い

た
標
の
山
（
筆
者
注
：
後
述
す
る
弘
仁
十
四
年
の
記
事
参
照
）
の
よ
う
な
も

の
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
ま
い
。
通
常
の
比
較
表
現
と
し
て

は
、
何
と
も
不
自
然
で
あ
る
。

　

確
か
に
、「
与3

珠
玉
共3

」「
交3

金
銀
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
橘
の
実
が
実
際
に

珠
玉
や
金
銀
と
共
に
あ
る
状
況
を
想
定
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。「
珠
玉
」
や

「
金
銀
」
は
、
実
の
輝
き
を
強
調
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
比
較
表
現
で
あ
る

と
い
う
よ
り
は
、
眼
前
に
存
在
し
た
標
山
の
景
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
肯
え
る
。

す
な
わ
ち
、
金
銀
珠
玉
に
よ
る
装
飾
の
中
に
、
橘
が
交
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る（

（（
（

。

　

橘
の
実
が
「
標
山
」
に
用
い
ら
れ
た
例
に
は
、『
類
聚
国
史
』
の
次
の
記
事
が

あ
る
。
天
皇
の
代
替
わ
り
が
頻
繁
で
大
嘗
祭
が
続
き
、
人
々
の
負
担
が
多
い
た
め
、

豪
奢
な
装
飾
を
取
り
や
め
る
旨
が
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

但
斎
場
依
レ

例
定
二

北
野
一

、
一
切
不
レ

用
二

玩
好
金
銀
刻
鏤
等
之
餝
一

。
唯
標
者
、

以
レ

榊
造
レ

之
、
用
二

橘
并
木
綿
等
一

餝
レ

之
、
即
書
二

悠
紀
主
基
字
一

、
以
着
二

樹

末
一

。
凡
以
二

清
素
一

、
供
二

神
態
一

耳
。

 

（『
類
聚
国
史
』
巻
八
、
弘
仁
十
四
年
十
一
月
）

　

標
山
は
榊
の
木
で
作
り
、
橘
と
木
綿
等
で
装
飾
し
、「
悠
紀
」「
主
基
」
の
文
字

を
書
い
た
も
の
を
木
の
先
端
に
着
け
よ
、
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
天
長

十
年
の
「
標
」
が
、
五
色
雲
や
日
月
他
、
様
々
な
景
物
を
象
っ
た
豪
華
な
も
の
で

あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
「
標
」
は
大
層
質
素
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
最
低
限
の
装
飾
と
し
て
残
さ
れ
た
の
が
橘
と
木
綿
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
大
嘗
・
新
嘗
会
に
お
け
る
橘
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

　

新
嘗
会
以
外
で
は
、
五
月
の
節
句
の
装
飾
と
し
て
橘
の
実
が
用
い
ら
れ
た
と
思

し
き
例
が
み
え
る
。
家
持
の
橘
の
歌
に
「
ほ
と
と
ぎ
す　

鳴
く
五
月
に
は
（
中

略
）
あ
ゆ
る
実
は　

玉
に
貫
き
つ
つ　

手
に
巻
き
て　

見
れ
ど
も
飽
か
ず
」（
巻

十
八
・
四
一
一
一
）
と
あ
り
、
花
が
咲
く
五
月
に
、
実
を
玉
と
し
て
つ
な
ぎ
装
飾
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と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
あ
ゆ
る
実
」
は
成
熟
せ
ぬ
ま
ま

地
面
に
落
ち
た
実
で
あ
る
。
菖
蒲
や
蓬
な
ど
と
と
も
に
五
月
の
節
句
の
装
飾
と
し

て
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
か
ぐ
は
し
き  

花
橘
を  

玉
に
貫
き  

送
ら
む
妹
は  

み

つ
れ
て
も
あ
る
か
」（
巻
十
・
一
九
六
七
）
の
よ
う
に
、
実
よ
り
も
花
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
が
、
家
持
歌
に
は
他
に
も
、　

我
が
や
ど
の　

花
橘
の　

い
つ
し
か
も　

玉
に
貫
く
べ
く　

そ
の
実
な
り
な

む 

（
巻
八
・
一
四
七
八
）

我
が
や
ど
の　

花
橘
は　

散
り
過
ぎ
て　

玉
に
貫
く
べ
く　

実
に
な
り
に
け

り 

（
巻
八
・
一
四
八
九
）

の
よ
う
に
、
実
も
玉
に
貫
く
も
の
と
い
う
自
明
の
認
識
の
も
と
に
詠
ま
れ
る
も
の

が
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
条
の
童
謡
に
も
、

橘
は　

己
が
枝
　々

生
れ
れ
ど
も　

玉
に
貫
く
時　

同
じ
緒
に
貫
く

 

（
巻
二
十
七
、
天
智
天
皇
十
年
）

と
、
橘
の
実
を
「
玉
に
貫
く
」
と
す
る
例
が
み
え
る
。
こ
の
歌
謡
は
、
百
済
か
ら

の
渡
来
人
が
叙
爵
を
受
け
、
等
し
く
し
か
る
べ
き
地
位
を
占
め
た
こ
と
へ
の
称
賛

を
歌
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
橘
は
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、
そ

の
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
橘
の
実
を
玉
に
貫
い
て
用
い

る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
五
月
の
節
句
の
装
飾
は
、
従
来
、
中
国

の
長
命
縷
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
装
飾
に
橘
の
実
が
用
い
ら

れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
長
寿
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て

よ
い
。

　

な
お
、
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、「
山
橘
」
が
あ
る
。
山
橘
は
ヤ
ブ
コ
ウ
ジ
の

こ
と
と
さ
れ
、
橘
と
は
別
個
の
植
物
で
あ
る
が
、「
橘
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら

れ
て
い
る
点
で
、
両
者
は
認
識
上
、
近
似
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

あ
し
ひ
き
の　

山
橘
の　

色
に
出
で
よ　

語
ら
ひ
継
ぎ
て　

逢
ふ
こ
と
も
あ

ら
む 

（
巻
四
・
六
六
九
）

あ
し
ひ
き
の　

山
橘
の　

色
に
出
で
て　

我
は
恋
ひ
な
む
を　

人
目
難
み
す

な 

（
巻
十
一
・
二
七
六
七
）

　

こ
れ
ら
の
例
で
は
、「
山
橘
」
は
「
色
」
を
導
く
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
家
持
歌
に
も
、

こ
の
雪
の　

消
残
る
時
に　

い
ざ
行
か
な　

山
橘
の　

実
の
照
る
も
見
む

 

（
巻
十
九
・
四
二
二
六
）

消
残
り
の　

雪
に
あ
へ
照
る　

あ
し
ひ
き
の　

山
橘
を　

つ
と
に
摘
み
来
な

 

（
巻
二
十
・
四
四
七
一
）

と
あ
り
、「
照
る
」
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
橘
の
実
と
同
様
、
色
合
い

や
輝
き
に
意
識
が
注
が
れ
る
植
物
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、
吉
野
政
治
氏

が
、
山
橘
は
大
嘗
祭
な
ど
の
飾
り
物
に
用
い
ら
れ
る
縁
起
物
で
あ
り
、「
岩
が
根

は
緑
も
朱
も
映
え
色
の
山
た
ち
ば
な
の
と
き
は
か
き
は
に
」（『
新
撰
和
歌
六
帖
』

二
一
七
九　

藤
原
信
実
）
な
ど
の
歌
か
ら
、
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る（

（（
（

こ
と
も
、
参
照
す
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。

４
，「
縵
」「
矛
」
と
い
う
形
状

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
橘
の
実
に
は
、
長
寿
や
永
続
性
に
か
か
わ
る
装
飾

具
と
し
て
の
役
割
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
る
と
、
多
遅
摩
毛

理
譚
に
お
け
る
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
も
、
不
老
不
死
（
長
寿
）
の
薬
と
し
て

服
用
目
的
で
将
来
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
装
飾
具
と
し
て
そ
の
輝
き
や
不
変
性
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に
あ
や
か
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
が
持
ち
帰
ら
れ
た
時
の
形
状
で
あ
る
「
縵
八
縵
矛
八

矛
」
か
ら
も
微
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

－

１
、「
縵
八
縵
」

　

宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
、
多
遅
摩
毛
理
の
将
来
し
た
「
縵
八
縵
」
の

橘
と
、『
延
喜
式
』
内
膳
式
等
に
み
え
る
「
橘
子
～
蔭
」
と
の
類
似
を
指
摘
し
、

そ
の
形
状
に
つ
い
て
「
枝
な
が
ら
折
採
て
、
葉
も
付
な
が
ら
な
る
を
云
な
る
べ
し
。

凡
て
葉
あ
る
樹
を
ば
、
常
に
蔭
と
云
へ
ば
な
り
」
と
、
葉
の
付
い
た
枝
ご
と
折
り

取
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
、『
延
喜
式
』
に
お
け
る
「
橘
子
～
蔭
」

と
の
か
か
わ
り
は
見
逃
せ
な
い
。
し
か
し
、
形
状
の
解
釈
と
し
て
は
、
倉
野
憲
司

氏
が
「
記
伝
の
説
は
納
得
し
が
た
い
。
縵か
げ

の
字
が
示
す
通
り
、
橘
の
実
を
緒
で
つ

な
い
で
縵か
づ
らの
や
う
に
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
（（
（

」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
を

つ
な
い
で
環
状
に
し
、「
縵
」（
か
づ
ら
。
後
述
）
状
に
し
た
も
の
と
す
る
理
解（

（（
（

を

支
持
し
た
い
。

　
「
縵
八
縵
」
の
「
縵
」
と
は
、『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
「
縵　

无
文
」、『
新
撰

字
鏡
』
に
「
縵　

无
文
也　

阿
也
奈
支
太
〃
支
奴
」
と
あ
る
ご
と
く
、
字
義
自

体
は
「
模
様
の
な
い
絹
布
」
の
意
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
養
老
令
』
巻
第
七
衣
服

令
に
は
、
諸
臣
の
朝
服
と
し
て
「
初
位
、
浅
縹
衣
並
皂
縵
頭
巾
」
と
あ
る
。
初
位

は
皂
（
黒
色
）
の
「
縵
」
で
出
来
た
頭
巾
を
被
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
「
布
」
の
意
味
の
例
が
あ
る
一
方
で
、
布
に
限
ら
ず
、
頭

に
着
け
る
物
一
般
を
指
す
用
例
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』

賀
古
郡
に
は
、
景
行
天
皇
が
川
の
渡
し
賃
と
し
て
、
被
っ
て
い
た
「
弟
縵
」
を
船

に
投
げ
入
れ
る
と
、
そ
の
「
縵
」
が
光
り
輝
い
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
ま
た
、

『
日
本
書
紀
』（
巻
第
十
三
）
に
は
、
安
康
天
皇
が
大
草
香
皇
子
の
妹
を
大
泊
瀬
皇

子
に
嫁
が
せ
る
よ
う
命
じ
た
際
、
使
者
の
根
使
主
が
、
大
草
香
皇
子
が
差
し
出
し

た
「
押
木
珠
縵
」
を
盗
ん
だ
と
い
う
逸
話
が
載
る
。「
弟
縵
」
も
「
押
木
珠
縵
」

も
、
布
で
は
な
く
金
属
製
の
冠
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
縵
」
字
は
倭
語
「
か
づ
ら
」
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、

栖
軽
、
勅
を
奉
り
宮
よ
り
罷
り
出
で
、
緋
縵
著
レ

額
、
赤
き
幡
桙
を
擎
げ
て

馬
に
乗
り
… 

（
上
巻
・
第
一
）

と
い
う
例
が
あ
り
、
訓
釈
に
「
縵
【
可
川
良
】」
と
あ
る
。「
額
に
着
け
」
と
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
赤
い
鉢
巻
の
よ
う
な
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。『
万
葉
集
』
で
は
、

「
漢
人
も　

筏
浮
か
べ
て　

遊
ぶ
と
い
ふ　

今
日
そ
我
が
背
子　

花
縵
せ
よ
」（
巻

十
九
・
四
一
五
三
）
や
、「
君
が
行
き　

も
し
久
に
あ
ら
ば　

梅
柳　

誰
と
共
に

か　

我
が
縵
可
牟
」（
巻
十
九
・
四
二
三
八
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
後
者
は

「
か
づ
ら
」
の
動
詞
形
「
か
づ
ら
く
」
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。「
か
づ

ら
」
は
、

…
渋
谿
の　

荒
磯
の
崎
に　

沖
つ
波　

寄
せ
来
る
玉
藻　

片
搓
り
に　

可
都

良
に
作
り  

妹
が
た
め　

手
に
巻
き
持
ち
て
… 

（
巻
十
七
・
三
九
九
三
）

の
例
に
「
手
に
巻
き
持
ち
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
植
物
や
玉
な
ど
を
連
ね
て
環
状

に
し
た
も
の
を
指
す
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、「
娘
子
ら
が　

か
ざ
し
の
た
め
に　

み
や
び
を
の　

蘰か
づ
ら

の
た
め
と　

敷
き
ま
せ
る　

国
の
は
た
て
に　

咲
き
に
け
る　

桜
の
花
の　

に
ほ
ひ
は
も
あ
な
に
」（
巻
八
・
一
四
二
九
）
の
よ
う
に
、
頭
に
戴

く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
「
以
二

華
縵
一

進
二

于
殯
宮
一

」（
巻
第
三
十
・
持
統
元

年
三
月
）、「
以
二

華
縵
一

進
二

于
殯
宮
一

」（
同
・
持
統
二
年
三
月
）
の
「
華
縵
」
は
、
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仏
前
に
供
え
る
冠
状
の
装
飾
具
が
「
縵
」
字
で
表
さ
れ
て
い
る
。「
華
縵
」
と
は
、

も
と
も
と
は
イ
ン
ド
で
生
花
の
輪
を
首
か
ら
か
け
る
風
習
が
あ
り
、
そ
れ
が
仏
前

に
供
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
い
う（

（（
（

。
後
に
は
仏
堂
に
掛
け
る
金
属
製
の

装
飾
具
に
な
っ
た
。
正
倉
院
に
は
聖
武
天
皇
の
葬
儀
に
用
い
ら
れ
た
布
製
の
花
縵

（
鬘
）
が
残
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
縵
」
字
は
元
来
「
模
様
の
な
い
絹

布
」
と
い
う
字
義
を
持
つ
が
、
上
代
文
献
で
の
用
例
を
見
る
限
り
、
布
に
限
ら
ず
、

環
状
の
装
飾
具
の
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

　

一
方
、『
延
喜
式
』
の
「
橘
子
～
蔭
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
九
条
家
本
『
延

喜
式
』
巻
三
十
九
の
「
橘
子
廿
四
蔭
」
の
注
釈
と
し
て
あ
る
「
以
二

藁
十
筋
許
一

作
二

径
四
寸
許
輪
一

、
以
二

花
橘
五
六
果
一

結
二

付
─

件
輪
一

估
却
、
俗
謂
二

一
輪
一

為
二

一
蔭
一

」

と
い
う
傍
書
が
参
照
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
九
条
家
本
が
書
写

さ
れ
た
平
安
時
代
後
期
に
お
い
て
は
、「
一
蔭
」
と
は
、
藁
で
作
っ
た
輪
に
橘
の

実
を
五
六
個
結
び
着
け
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。  

　
「
蔭
」
と
い
う
字
は
、
光
が
遮
ら
れ
た
部
分
や
、
光
を
遮
る
も
の
の
意
（「
天
の

御
蔭　

日
の
御
蔭
」『
万
葉
集
』
巻
一
・
五
十
二
や
祝
詞
）、
あ
る
い
は
隠
れ
る
意

（「
避
二

自
遊
場
一

、
蔭
　二

松
下
一

」『
常
陸
国
風
土
記
』）
を
表
す
。
宣
長
が
「
橘
子
～

蔭
」
を
葉
の
つ
い
た
橘
と
し
た
の
は
、
葉
が
陰
を
作
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
が
、

「
御
蔭
」
や
「
玉
蔭
」
の
よ
う
に
、
環
状
の
装
飾
具
（
冠
）
を
指
す
例
も
散
見
さ

れ
る
。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

蔭
山
里
。【
蔭
岡
冑
岡
。】
土
中
下
。
云
二

蔭
山
一

者
、
品
太
天
皇
御
蔭
、
堕
二

於
此
山
一

。
故
曰
二

蔭
山
一

。
又
号
二

蔭
岡
一

。（
神
前
郡
）

　

蔭
山
と
い
う
地
名
が
、
品
太
天
皇
の
「
御
蔭
」
が
落
ち
た
こ
と
に
由
来
す
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
御
蔭
」
は
、『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
条
の
、

以
二

華
縵
一

、
進
二

于
殯
宮
一

。
此
曰
二

御
蔭　
一

。 

（
巻
第
三
十
）

と
い
う
訓
注
か
ら
、「
華
縵
」
を
日
本
で
は
「
御
蔭
」
と
言
う
こ
と
が
分
か
る
。

「
華
縵
」
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
環
状
の
装
飾
具
で
あ
る
か
ら
、『
播
磨
国
風
土

記
』
の
例
は
、
品
太
天
皇
の
冠
を
「
御
蔭
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『
万
葉
集
』
に
み
え
る
、

斎
串
立
て　

神
酒
す
ゑ
奉
る　

神
主
の　

う
ず
の
玉
蔭　

見
れ
ば
と
も
し
も

 

（
巻
十
三
・
三
二
二
九
）

の
「
玉
蔭
」
は
、「
う
ず
」
を
施
し
た
冠
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
当
該
歌
で
は
、

神
主
ら
が
被
る
、
飾
り
を
施
し
た
美
し
い
冠
を
「
う
ず
の
玉
蔭
」
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。

　

な
お
、「
橘
子
～
蔭
」
の
よ
う
に
、
助
数
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
蔭
」
は
、

他
に
は
平
城
京
木
簡
に
一
例
「
卌
蔭
」
と
み
え
る（

（（
（

が
、
何
に
対
す
る
助
数
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
縵
」「
蔭
」
字
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
か
ら
み
て
も
、「
縵
八
縵
」

と
は
、
橘
の
実
を
環
状
に
と
と
の
え
、
身
に
着
け
る
装
飾
具
の
形
状
に
し
た
も
の

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

４

－

２
，「
矛
八
矛
」

　

宣
長
は
「
矛
八
矛
」
に
つ
い
て
も
『
延
喜
式
』
内
膳
式
に
み
え
る
「
桙
橘
子
」

と
の
関
連
を
指
摘
し
、「
や
ゝ
長
く
折
た
る
枝
の
葉
を
ば
、
皆
除
き
去
て
、
実
而

已
着
た
る
を
云
な
る
べ
し
。
其
は
、
其
状
上
代
の
矛
の
形
に
似
た
る
こ
と
ぞ
あ
り

け
む
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、『
古
事
記
注
釈
』
が
「
ホ
コ
橘
は
、
桙
状
に

橘
子
を
串
に
刺
し
た
の
を
い
う
よ
う
で
あ
る
（
（（
（

」
と
し
た
よ
う
に
、
橘
の
実
を
枝
か

ら
取
り
、
何
ら
か
の
形
で
棒
状
の
も
の
に
着
け
た
も
の
と
す
る
解
釈
が
妥
当
で
あ
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る
と
思
わ
れ
る（

（（
（

（
た
だ
し
、
次
の
考
察
か
ら
、『
古
事
記
注
釈
』
が
言
う
よ
う
な

「
串
刺
し
」
で
は
な
く
、「
結
び
つ
け
た
形
状
」
と
理
解
し
た
い
）。

　
「
矛
」
は
、「
比
比
羅
木
八
尋
矛
」（『
古
事
記
』
中
巻
）
や
「
独
執
レ

矛
、
以
伺
二

仲
皇
子
入
レ

廁
一

而
刺
殺
」（『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
二
）
の
よ
う
に
、
実
用
の
武

器
で
あ
る
一
方
、「
天
皇
夢
有
二

神
人
一

、
誨
之
曰
、『
以
二

赤
盾
八
枚
・
赤
矛
八
竿
一

、

祠
二

墨
坂
神
一

。
亦
以
二

黒
盾
八
枚
・
黒
矛
八
竿
一

、
祠
二

大
坂
神
一

』」（『
日
本
書
紀
』

巻
第
五
）
の
よ
う
に
、
神
に
奉
る
神
宝
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。「
瓊3

矛
」（『
日

本
書
紀
』
巻
第
一
）、「
懸
幡

3

3

桙
」（『
延
喜
式
』
巻
十
三
）
の
よ
う
に
、
装
飾
を
取

り
付
け
た
「
矛
（
桙
）」
も
み
え
る
。

　

当
該
部
分
に
は
「
竿
」
と
の
異
同
が
あ
る
。
延
佳
本
に
は
「
矛
八
竿
」
と
あ
り
、

兼
永
本
・
猪
熊
本
・
曼
殊
院
本
・
前
田
本
・
春
瑜
本
に
も
「
八
竿
」
と
あ
る
。
ま

た
『
日
本
書
紀
』
も
「
八
竿
」
で
あ
る
。
竿
は
、

登
二

河
中
石
上
一

、
而
投
レ

鉤
祈
之
曰
、「
朕
西
欲
レ

求
二

財
国
一

。
若
有
レ

成
レ

事

者
、
河
魚
飲
レ

鉤
。」
因
以
挙
レ

竿
、
乃
獲
二

細
鱗
魚
一

。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
九
・
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）

と
い
う
よ
う
に
、
釣
り
竿
の
持
ち
手
部
分
を
指
し
た
り
、

大
君
の　

命
恐
み　

見
れ
ど
飽
か
ぬ　

奈
良
山
越
え
て　

真
木
積
む　

泉
の

川
の　

速
き
瀬
を　

竿
さ
し
渡
り 

（
巻
十
三
・
三
二
四
〇
）　　

の
よ
う
に
船
を
漕
ぐ
た
め
の
道
具
を
指
し
、
木
製
で
棒
状
の
器
具
一
般
を
指
す
一

方
、「
桙
廿
四
竿
」（『
延
喜
式
』）
や
前
述
の
「
赤
矛
八
竿
」（『
日
本
書
紀
』）
な

ど
の
よ
う
に
、
助
数
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
諸
本
の
異
同
も
助

数
詞
と
し
て
の
用
法
だ
ろ
う
。
三
保
忠
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
上
代
に
お
け
る
助
数

詞
「
竿
」
は
、「
幡
」「
旗
」「
儀
戈
」「
槍
」
な
ど
を
数
え
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。

総
じ
て
棒
状
の
も
の
を
数
え
る
助
数
詞
で
あ
る
が
、
植
物
に
用
い
た
例
は
な
い（

（（
（

。

よ
っ
て
、「
矛
八
矛
」
と
は
、「
矛
の
よ
う
な
橘
の
枝
」
と
い
う
比
喩
表
現
で
は
な

く
、
棒
状
の
も
の
に
橘
の
実
を
着
け
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
延
喜
式
』「
桙
橘
子
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
蔭
」
と
同
様
、
九
条
家
本
巻

三
十
九
の
「
着
竿
橘
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
参
照
さ
れ
る
。
新
嘗
祭
の
豊
楽
料
を

挙
げ
る
箇
所
に
み
え
る
「
桙
橘
子
十
枝
」
の
右
傍
に
あ
り
、
こ
の
注
に
よ
れ
ば

「
桙
橘
子
」
と
は
、「
竿
に
橘
を
着
け
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
竿
」
に
何
か

を
着
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
巻
七
・
神
祇
・
践
祚
大
嘗
祭
の
条
に

み
え
る
「
以
二

弓
絃
葉
一

挿
二

白
竿
一

四
重
。
重
別
四
枚
」
と
い
う
記
述
が
参
考
に
な

る
。
こ
れ
は
、
大
嘗
祭
の
班
幣
の
際
の
「
神
服
女
」
の
出
で
立
ち
に
つ
い
て
述
べ

た
箇
所
で
あ
る
。
女
ら
が
手
に
持
つ
「
酒
柏
」
の
説
明
と
し
て
、
弓
絃
葉
を
白
竿

に
挿
し
た
も
の
、
と
す
る
。

　
「
桙
橘
子
」
の
助
数
詞
「
枝
」
は
、『
延
喜
式
』
に
お
い
て
は
、「
朸
一
枝
」「
梓

弓
廿
四
枝
」「
杵
二
枝
」「
柄
二
枝
」
等
と
み
え
、
正
倉
院
文
書
に
も
「
錫
杖
肆

枝
」「
刀
子
十
枝
」
な
ど
と
あ
る
。
木
で
出
来
た
も
の
以
外
に
も
、
長
さ
の
あ
る

棒
状
の
建
材
・
器
材
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
。
大
系
『
古
事
記
』
補
注
は
「
矛
橘

子
は
十
枝
又
は
十
五
枝
と
あ
る
の
で
、
枝
に
実
を
つ
け
た
ま
ま
の
も
の
と
思
わ
れ

る
」
と
す
る
が
、「
枝
」
が
植
物
そ
の
も
の
を
指
す
助
数
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

例
は
見
え
な
い（

（（
（

。
よ
っ
て
「
桙
橘
子
」
も
、
枝
に
着
い
た
ま
ま
の
実
と
い
う
よ
り

は
、
実
を
取
っ
て
棒
状
の
も
の
に
結
び
着
け
た
形
状
と
み
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

＊

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
の
「
縵
八
縵
」
は
環
状
で
身
に
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つ
け
る
形
状
、「
矛
八
矛
」
は
棒
状
の
も
の
に
結
び
着
け
た
形
状
と
い
う
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、「
縵
八
縵
」「
矛
八
矛
」
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る

『
延
喜
式
』
の
「
橘
子
～
蔭
」「
桙
橘
子
」
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形
状
で
あ
る
の

か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
食
料
と
し
て
の
橘
子
が
、
単
位
「
斗
」

「
顆
」「
房
」
な
ど
で
計
上
さ
れ
る（

（（
（

こ
と
に
照
ら
せ
ば
、「
橘
子
～
蔭
」「
桙
橘
子
～

枝
」
に
は
、
何
か
食
用
と
は
別
の
用
途
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
。
神
饌
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
春
日
神
四
座
祭
」
の
祭
神
料
に
は
「
橘
子

一
斗
」
と
あ
り
、
園
井
韓
神
三
座
祭
の
神
祭
料
に
は
、「
橘
子
一
百
八
十
顆
」
と

あ
る
。
そ
の
中
で
、「
蔭
」
と
い
う
単
位
の
も
の
と
、「
桙
橘
子
」
と
形
容
さ
れ
る

も
の
と
が
対
に
な
っ
て
現
れ
る
の
は
、
新
嘗
祭
供
御
料
（
夜
料
・
豊
楽
料
）
お
よ

び
正
月
三
節
の
供
御
料
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
践
祚
大
嘗
祭
神
御
雑
物
に
は
「
橘

子
筥
十
合
【
別
納
十
蔭
】」
と
あ
り
、
筥
入
り
の
橘
子
と
は
別
に
、
単
位
「
蔭
」

で
計
上
さ
れ
る
形
状
の
橘
子
が
納
め
ら
れ
て
い
た
り
、
正
月
三
節
の
供
御
料
に

は
、「
橘
子
卅
六
蔭
、
桙
橘
子
十
五
枝
、
掇
橘
子
一
斗
」
と
い
う
よ
う
に
、「
橘
子

～
蔭
」「
桙
橘
子
」
以
外
に
、「
掇
橘
子
」（
ば
ら
ば
ら
の
状
態
を
い
う
か
）
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
記
述
は
、「
橘
子
～
蔭
」
や
「
桙
橘
子
～
枝
」
に
、

食
用
や
神
饌
と
し
て
提
供
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
、
何
ら
か
の
用
途
が
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

な
お
、
縵
と
矛
と
が
共
起
す
る
例
と
し
て
、
神
話
に
描
か
れ
る
ア
メ
ノ
ウ
ヅ
メ

の
出
で
立
ち
が
参
照
さ
れ
る
。

又
猨
女
君
遠
祖
天
鈿
女
命
、
則
手
持
二

茅
纒
之
矟　
一

、
立
二

於
天
石
窟
戸
之
前
一

巧
作
二

俳
優
一

。
亦
以
二

天
香
山
之
真
坂
樹
一

為
レ

鬘
、
以
レ

蘿
【
蘿
、
此
云
二

此

舸
礙
一

】
為
二

手
繦
一

【
手
繦
、
此
云
二

多
須
枳
一

】、
而
火
処
焼
、
覆
槽
置
【
覆

槽
、
此
云
二

于
該
一

】
顕
神
明
之
憑
談
。【
顕
神
明
之
憑
談
、
此
云
二

歌
牟
鵝
可

梨
一

】 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
、
神
代
上
第
七
段
正
文
）

又
令
下

天
鈿
女
命
【
古
語
、
天
乃
於
須
女
。
其
神
強
悍
猛
固
。
故
以
為
レ

名
。

今
俗
強
女
謂
二

之
於
須
志
一

、
此
縁
也
】
以
二

真
辟
葛
一

為
レ

鬘
、
以
二

蘿
葛
一

為
二

手
繈
一

【
蘿
葛
者
比
可
気
】
以
二

竹
葉
・
飫
憩
木
葉
一

為
二

手
草
一

【
今
多
久
佐
】、

手
持
二

著
レ

鐸
之
矛　
一

而
於
二

石
窟
戸
前
一

覆
二

誓
槽
一

【
古
語
、
宇
気
布
祢
、
約

誓
之
意
】
挙
二

庭
燎
一

巧
作
二

俳
優
一

、
相
与
歌
舞
上

。 

（『
古
語
拾
遺
』）

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
茅
纒
之
矟
」
を
持
ち
「
天
香
山
之
真
坂
樹
」
を
「
鬘
」

と
す
る
。『
古
語
拾
遺
』
で
は
、「
著
レ

鐸
之
矛
」
を
手
に
持
ち
、「
真
辟
葛
」
を

「
鬘
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
も
う
一
つ
の
装
飾
と
し
て
「
手
繦
」
が
あ
り
、

鬘
と
矛
（
矟
）
と
の
純
粋
な
対
応
例
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
が
神
が
か
り
の

出
で
立
ち
と
し
て
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
平
舘
英
子
氏
は
、
こ
れ
ら
ア
メ
ノ

ウ
ヅ
メ
の
装
い
に
加
え
、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
「
捉
雷
縁
第
一
」
に
お
い
て
、

小
子
部
栖
軽
が
雷
を
捉
え
に
ゆ
く
出
で
立
ち
が
「
緋
縵
著
レ

額
、
擎
二

赤
幡
桙　
一

」

と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
矛
（
矟
・
桙
）
と
鬘
（
縵
）
と
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、

招
神
・
憑
代
を
意
味
し
て
い
る
と
指
摘
す
る（

（（
（

。

　

こ
う
い
っ
た
理
解
を
、
た
だ
ち
に
多
遅
摩
毛
理
譚
に
お
け
る
「
縵
八
縵
矛
八

矛
」
の
解
釈
と
し
て
当
て
は
め
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、

縵
・
矛
と
い
う
形
状
に
、
神
事
に
か
か
わ
る
装
飾
具
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
可

能
性
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』
中
巻
・
多
遅
摩
毛
理
譚
に
お
け
る
登
岐
士
玖
能
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迦
玖
能
木
実
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実

と
い
う
名
称
と
、「
今
」
に
お
け
る
橘
の
実
の
在
り
よ
う
、
そ
し
て
「
縵
八
縵
矛

八
矛
」
と
い
う
形
状
の
意
味
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
服
用
す
る
不
老
不
死
（
長

寿
）
の
薬
と
し
て
の
役
割
よ
り
も
、
装
飾
具
と
し
て
の
役
割
が
見
出
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
特
に
、
天
皇
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、
新
嘗
会
に
お
い
て
橘
の
実

が
標
山
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
し
て
臣
下
が
そ
れ
を
「
う
ず
」

に
挿
し
、「
千
年
」
を
「
寿
く
」
振
る
ま
い
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
御
代

と
そ
こ
に
集
う
人
々
の
末
永
い
繁
栄
の
願
い
に
、
橘
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
当
該
譚
に
お
い
て
、「
是
今
橘
者
也
」
と
い
う
注
が
登
岐
士
玖
能
迦

玖
能
木
実
に
付
与
す
る
も
の
は
、
天
皇
個
人
の
不
老
不
死
（
長
寿
）
を
保
証
す
る

仙
薬
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、
御
代
の
永
続
性
を
言
祝
ぐ
装
飾
と
し
て
の
そ

れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
奥
村
和
美
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
詩
賦
に
お
い
て
は
、
橘
を
忠
誠
の
象
徴
と

す
る
こ
と
が
半
ば
常
套
化
し
て
い
る
と
い
う（

（（
（

。
当
該
譚
は
し
ば
し
ば
、
天
日
矛
の

子
孫
で
あ
る
多
遅
摩
毛
理
の
忠
誠
譚
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
登
岐
士
玖
能
迦

玖
能
木
実
が
他
な
ら
ぬ
橘
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
う
い
っ
た
忠
誠

の
象
徴
と
し
て
の
寓
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、

付
言
し
て
お
き
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

諸
本
異
同
の
あ
る
箇
所
だ
が
、
現
行
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
に
し
た
が
い
、

「
縵
八
縵
矛
八
矛
」
と
し
て
論
を
進
め
る
。
な
お
「
縵
」
字
は
、
原
文
は

異
体
字
「

」
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
は
基
本
字
「
縵
」
で
統
一
す
る
。

当
該
箇
所
の
諸
本
異
同
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

真
福
寺
本　

鬘
入
弟
縵
八
矛

　
　
　
　

兼
永
本　
　

縵
八
竿
縵
八
矛

　
　
　
　

春
瑜
本　
　

縵
八
竿
縵
八
矛

　
　
　
　

前
田
家
本　

縵
八
竿
縵
八
矛
（
八
竿
の
右
に
「
八
矛
」
と
あ
り
）

　
　
　
　

曼
殊
院
本　

縵
八
竿
縵
八
矛

　
　
　
　

猪
熊
本　
　

縵
八
竿
縵
八
矛

　
　
　
　

寛
永
版
本　

縵
八
矛

　
　
　
　

延
佳
本　
　

縵
八
縵
矛
八
竿

（
2
）　

及
川
智
早
「
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
『
非
時
の
香
の
木
実
』
探
求
譚
に
つ
い
て
―

不
老
不
死
薬
と
徐
福
伝
説
―
」（『
古
代
研
究
』
十
七　

一
九
八
四
年
）

（
3
）　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）

（
4
）　

井
上
さ
や
か
「
時
じ
く
の
香
の
実
」（『
同
朋
文
学
』
二
六
号
、
一
九
九
五

年
）

（
5
）　

植
田
麦
『
古
代
日
本
神
話
の
物
語
論
的
研
究
』
第
一
章
第
一
節
「
古
事
記

上
巻
の
『
天
下
』」（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

（
6
）　

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
六
巻
（
三
省
堂
、
一
九
七
九
年
）、
注

３
西
郷
注
釈
、
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
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日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）、
中
村
啓

信
訳
注
『
新
版
古
事
記
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
が
「
香
り
の
良

い
果
物
」
と
す
る
。

（
7
）　

西
宮
一
民
編
『
古
事
記
』（
新
訂
版
、
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）、
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
も
、「
輝

く
」
説
を
採
る
。

（
8
）　

注
７
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
』。

（
9
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
記
①
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

頭
注

（
10
）　
『
望
月
佛
教
大
辞
典
』（
増
訂
版
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
五
四
～
一

九
六
三
年
）、『
織
田
佛
教
大
辞
典
』（
新
訂
重
版
、
大
蔵
出
版
、
一
九
六

九
年
）

（
11
）　

小
野
寛
『
大
伴
家
持
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
）

（
12
）　

三
保
忠
夫
『
木
簡
と
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
助
数
詞
の
研
究
』（
風
間
書

房
、
二
〇
〇
四
年
）

（
13
）　

同
時
に
、
宴
の
主
で
あ
る
橘
諸
兄
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

（
14
）　

関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）

は
、
正
倉
院
文
書
中
の
「
橘
子
」
の
例
を
挙
げ
、「
橘
が
特
別
高
価
な
品

で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
15
）　

増
田
美
子
『
古
代
服
飾
の
研
究
―
縄
文
か
ら
奈
良
時
代
―
』（
源
流
社
、

一
九
九
五
年
）
第
三
章

（
16
）　

平
舘
英
子
『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』
第
三
章
第
一
節
「
触
れ
ら
れ
る
自

然
」（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）

（
17
）　

廣
岡
義
隆
「
万
葉
・
新
嘗
会
歌
群
考
」（『
万
葉
学
論
攷
』
続
群
書
類
従
完

成
会
、
一
九
九
〇
年
）

（
18
）　

東
野
治
之
「
大
嘗
会
の
作
り
物
─
標
の
山
の
起
源
と
性
格
─
」（『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
一
四
集
、
二
〇
〇
四
年
）

（
19
）　

な
お
、
廣
岡
義
隆
氏
は
、
前
掲
注
17
論
文
に
お
い
て
「
そ
の
橘
枝
・
橘
果

は
実
物
で
も
造
り
物
で
あ
つ
て
も
構
は
な
い
」
と
し
、
う
ず
に
挿
す
橘
が

造
り
物
で
あ
る
可
能
性
も
示
し
て
い
る
。

（
20
）　

吉
野
政
治
『
日
本
植
物
文
化
語
彙
攷
』
第
四
章
第
１
節
「
ヲ
ト
メ
草
―
践

祚
大
嘗
祭
供
神
料
」（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
年
）

（
21
）　

注
６
倉
野
憲
司
前
掲
書
。

（
22
）　

現
行
の
諸
注
釈
で
は
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』・
新
潮
日
本
古
典
文

学
集
成
『
古
事
記
』・
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
』・
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
古
事
記
』
が
宣
長
説
に
依
り
、
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』・
中
村

啓
信
『
新
版
古
事
記
』
が
倉
野
説
に
依
っ
て
い
る
。

（
23
）　
「
縵
」
字
は
、
し
ば
し
ば
「
蘰
」
字
と
異
同
が
見
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
四

二
三
八
の
例
も
、
細
井
本
・
神
田
本
・
神
宮
文
庫
本
・
陽
明
文
庫
本
・

寛
永
版
本
で
は
「
蘰
」
と
な
っ
て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
で
も
、
興
福

寺
本
で
は
「
縵
」、
国
会
図
書
館
本
・
群
書
類
従
本
で
は
「
蘰
」
と
な
っ

て
お
り
、「
縵
」
と
「
蘰
」
と
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
蘰
」
字

は
、
中
国
の
古
字
書
類
に
は
見
え
な
い
。『
大
漢
和
辞
典
』
が
「
国
字
」

と
し
、
ま
た
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』
が
巻
二
・
一
四
九
の
注
釈
に
お

い
て
「
蔓
草
を
鬘
に
す
る
と
こ
ろ
よ
り
我
が
國
で
（
筆
者
注:

「
縵
」
に
）

艸
冠
を
加
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
造

字
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
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ス
（http://w

w
w

.nabunken.go.jp/O
pen/m

okkan/m
okkan.

htm
l

）
に
よ
れ
ば
、
長
岡
京
出
土
木
簡
に
「
蘰
」
字
の
習
書
が
み
え
る
。

少
な
く
と
も
奈
良
時
代
最
末
期
に
は
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
24
）　

注
15
増
田
美
子
前
掲
書
、
第
四
章
附
論
一
「
鬘
考
」

（
25
）　

宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://shosoin.kunaicho.go.jp/

）
に
依

る
。

（
26
）　

奈
良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
依
る
。
平
城
京
左
京
三
条
二

坊
長
屋
王
邸
出
土
。

（
27
）　

注
３
西
郷
信
綱
前
掲
書
。

（
28
）　

現
行
の
諸
注
釈
で
は
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』・
日
本
古
典
文
学

大
系
『
古
事
記
』・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
が
宣
長
説
に

依
り
、
日
本
古
典
文
学
集
成
『
古
事
記
』・
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』・

中
村
啓
信
『
新
版
古
事
記
』
が
西
郷
説
も
し
く
は
九
条
家
本
『
延
喜
式
』

の
書
き
入
れ
に
従
っ
て
い
る
。

（
29
）　

注
12
三
保
忠
夫
前
掲
書
。

（
30
）　

注
12
三
保
忠
夫
前
掲
書
。

（
31
）　

正
倉
院
文
書
で
は
、「
橘
子
」
の
単
位
は
「
斗
」「
升
」「
斛
」
で
あ
る
。

（
32
）　

注
16
平
舘
英
子
前
掲
書
、
同
章
同
節
。

（
33
）　

奥
村
和
美
「
大
伴
家
持
の
『
橘
歌
』
―
引
用
と
寓
意
と
―
」（『
文
学
』
一

六
―
三
、
二
〇
一
五
年
）

＊
小
書
は
【 　

】
に
よ
っ
て
示
し
た
。

稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
毛
利
正
守
先
生
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
編

集
員
の
先
生
方
よ
り
ご
指
摘
・
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

 

（
ね
ご
ろ 

あ
さ
こ
・
川
崎
医
療
福
祉
大
学
医
療
福
祉
学
部
専
任
講
師
）


